
＜封筒の作り方＞
破線部を切り取り、山折り部を折ってください。

最後にのり付けして完成です。

新型コロナウイルス感染拡大防
止のための措置として差出有効
期間に限り、切手貼付不要と
なっています。（ )
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□市民税・県民税申告書

□各種控除関連書類
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